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本稿は、1990年代半ばの香港における、日本人女性の現地採用としての就労に関する語りを題材として、
当事者である日本人女性が、香港での就労によって、自らを決定するような規範に対して、いかに距離をお
くことを可能にしたのかを分析するものである。
香港での就労が選択された契機として、まず日本におけるジェンダーによる役割への違和感が、さらには、
ジェンダーを初めとする属性が自己を規定するものとして機能することへの違和感が語られた。こうした状

況は、日本社会の特性として認識され、日本を離れ香港で生活することによって、このような属性の決定力
から、距離をおくことが可能であるとして語られた。いわば、香港での就労は、決定的な同一化を失効させ
る場所である香港において、当事者を規定する属性としてのジェンダーから、彼女らを解放すること可能に

するものとして語られたのである。

う点を中心に分析する。
香港での就労の理由として､ジエンダー規範
に基づく役割に対して、違和感が語られる一方
で、香港での日本人女性の就労は、日系企業の
ジェンダーの配分に沿って雇われる「現地採用」
という雇用形態によって行われていた。しかし、
香港での就労および生活は、日本での就労とは
異なる経験として、肯定的に語られていた。
このような状況の中で、何故香港という場所

が、就労の場所として選択されたのか、そして、
女性が日本社会の中で抱えていた困難が、香港
での就労を通じて、いかなる形で解決されてい
ると語られているのかを、当事者のライフ・ヒ
ストリーから明らかにするものである。

１問題の所在

本稿は、1990年代中盤の香港における、日本
人女性の就労を目的とした長期滞在に関して、
香港という場所が、当事者にとってどのような
ものとして意味付けられていたのかを分析する
ものである。
日本人女性の香港での就労は、ジェンダー属

性に関わる問題が、日本という「国」へと結び
つけられることによって起こった問題として考
察されうる。香港という場所が、９０年代に、多
くの日本人女性を引きつけたという現象は､香
港という場所に関わる制度、日本と香港との経
済的関わりなど、様々な要素が絡み合う中で起
こった。こうした状況の下、本稿では、当事者
がなぜ香港での就労と生活を選択したのかとい
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地雇用は、結婚などによってすでにビザを取得
している日本人に限られる。だが香港では、外
国人労働者を積極的に雇用する政策が取られて
おり、特に90年代初頭から半ばにかけては、日
系企業が香港経済に大きな役割を果たしていた
ため、日系企業に雇用されている者であれば、
比較的就労ビザを取得しやすかった。つまI)、
第２点として、香港の外国人労働に関する制度
が、日本人女性の現地採用就労を可能にしたと
いう側面がある。
第３に、日本人の就労においては、香港での
日系企業のニーズに合わせた就労形態がとら
れ、主に若年層(20代から30代前半）の単身女
性が、駐在員として派遣される男性と対をなす
ような形で日系企業内に配置された。つま《|、
現地採用就労は、主に女性の海外就労の一形態
であり、ジェンダーの社会的配分を反映してい
る。
第４に、人材派遣会社とマスメディアによっ

て、香港での就労に関するイメージが流通した
ことがあげられる。日系の人材派遣会社が、香
港やシンガポールなどでの就労を希望する日本
人女性に対し、就労のノウハウや生活の注意点
などの説明会（セミナー）を開催し、求職登録
を促したことによって、日系企業に潜在的にあ
った日本人雇用のニーズが汲み上げられた。ま
た、こうしたセミナーの成功は、雑誌やテレビ
などのマスメディアを通じて「香港就職ブーム」
として報道され、香港で働く日本人女性が増加
しているというイメージが形成された。「香港
就職ブーム」は、マスメディアによって、会社
を辞めて、香港に転職する20代後半から30代前
半の女性が増加しており、彼女たちは男尊女卑
の根強い日本の職場での仕事のしにくさや不況
による就職難などから、香港での就職に魅力を
感じて日本から出ていくことを選択していると

２対象と方法

香港における現地採用で働く日本人女性の就
労は、1980年代の終盤から90年代の中盤にかけ
て増加した。この香港での日本人女性の就労は、
以下のような特徴を持った現象として捉えられ
る。
第１に、香港における日本人女性の就労が活

発化した背景には、日本経済の香港への進出が
関わっている。香港は、アジア地域の金融の中
心であり、また中国・華南地域の窓口として、
大きな役割を担っている。そのため、金融や製
造業を中心とする日本企業が進出し、同時に、
工場や、日系企業の進出を支えるサービス産業
が香港へ進出した。８０年代後半以降、香港の日
系企業は急激に増加し、在香港日本人商工会議
所によれば、８８年から94年の６年間に、1000社
余りから2000社以上へ倍増した。特に日本の経
済が不況に陥った後、拠点が国内から海外へ、
また欧米からアジア地域へシフトしたことによ
って、香港の意味はますます大きくなった(1)。
日本経済の香港への進出とともに、香港に長

期滞在する日本人の数は増加しており、在香港
日本領事館の統計によれば、1996年現在、
24500人の日本人が生活している。一般的に企
業は、海外への拡大において、現地社員を増加
させるなど、現地化（ローカライゼーション）
を行うことで経費を削減する。しかし、日系企
業においては、日本的ビジネスマナーや雇用形
態が重視されるため、現地人スタッフが企業の
経営自体に関わりにくいなどのコンフリクトが
起こりやすく、現地化が進みにくい(2)。その
ため、日本人を現地採用社員として雇用すると
いう方法が、海外の日系企業では広く行われて
きた。就労ビザの問題から、多くの国では、現
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なぜ香港という場所が、支持を集めたのだろう
か。日系企業の進出という経済的な側面に加え、
文化的な側面を考察する必要がある。
調査方法としては、香港で当時仕事をしてい
た日本人の女性の現地採用雇用者に対し、半構
造化面接によるライフ・ヒストリー調査(3)を
行った。調査は香港において96年３月～４月、
９月の２回にわたって、計１カ月半行われ、現
地採用で働く日本人女性１９名を含む、日本人４１
名（現地採用者男性９名、起業者男性３名、起
業女性４名、駐在員男性５名、学生ビザでの入
国者女性１名を比較対象として追加した）に対
して行われた。対象者の選択は、対象者の紹介
によってインフォーマントを膨らませていく方
法を取っている。調査においては、香港に来る
という選択を行ったきっかけ、日本での職業と
現在の仕事との違いと共通点、それぞれへの満
足度と不満、転職経験の有無など、就労に関す
る出来事を中心に、香港での現在の生活への考
えや今後の展望などに関しても、主に時系列に
沿って聞き取った。

して報道された。ここには、実力社会である香
港では性別に関わらず、個人の能力が評価の対
象となるという肯定的なイメージをみることが
できる。また、欧米諸国と比べ、ビザの取りや
すさ、同じアジアの国である気安さといったメ
リットがあり、またアジア諸国の中では、英語
がビジネスの公用語となっていることが、海外
で働きたい日本人女性にとって非常に働きやす
い環境として認識された。このようなブームは、
人材派遣会社のセミナーを通じて作られた側面
も強く、香港での就労が、非常に肯定的なイメ
ージによって報道される傾向があった。そのた

め、香港での就労が、報道の中で語られた側面
と、こうした報道に対する当事者の主体的な解
釈とのずれを考察する必要がある。
香港で働く日本人女性の増加は、まず、人材

派遣会社への求職登録者の増加に現れている。
セミナー開催を行い、ブームのきっかけとなっ
た（株）パソナ・コンサルタンツ香港では、
1992年に358件だった日本人女性の求職登録者
数が1994年に680件と２倍近くまで増加し、97
年にも631件の登録をあげた。男性についても、
1992年の30件から1997年の217件に増加してい
る。また、在香港日本領事館が把握する長期滞
在日本人の男女年齢階層別の世帯主数を見る
と、1996年現在、12834人の世帯主のうち、男
性は10877人、女性は1957人である。夫婦世帯
の場合、大抵男性が世帯主として登録されてい
ることが考えられるため、これは単身で香港に
在住する日本人女性の増加を示している。
最後に、このような就労が、今回香港という

場所への注目として行われたことの意味を考え
る必要がある。日本人の女性が海外滞在を志向
して、日本を離れる時、従来は欧米、特に英語
圏であるアメリカ合衆国とイギリスが、主な目
的地としてイメージされてきた。これに対し、

３ジェンダーの規範への違和感と日本

香港での就労が選択された理由として直接的
に語られるのは、日本で仕事を続けていくこと
に対して感じられた先行きの見えなさ（限界感）
であった(4)。日本の企業においては、勤続年
数に応じてポジションをあげていく「終身雇用
制度」のモデルに当てはまるような働き方がイ
メージされている。しかし、企業社会の中で周
縁的な位置にある女性は、数年間勤めた後に結
婚・出産などで退職することを期待されている
と感じている。その結果、長期にわたる勤務が
企業の中でのポジションの上昇を意味しないた
め、管理職になることも非常に稀であり、女性
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であるという属性のために、長期的な展望を持
って企業に勤めることができない。

用機会均等法）ではもうそれはなくなってた
んだけど、実際にはやっぱり、女の子は仕事
の内容とかは問われてなくて、３年くらい勤
めて辞めてくれるといいという、わりと地方
の保守的な雰囲気が強くて。だから私はこう
いう仕事をやりたいんですって言っても、考
える余地もない。たまたま空いている職種に
配属されて、転属願いを出しても扱ってもら
えない。(AA２0代女性日系銀行勤務
３年）

あの頃はまだ、雇用機会均等法もまだなかっ
た。・・・まあ、女の子は、そんなにいても
らっても、やることは（ない)。要するに
(役職が）どんどんあがっていけるとか、責
任のあることがやらせてもらえるというのが
なかったから。私は、正社員で入ったんです
けど、その後三年目くらいから、大卒女子が
嘱託にいきなりなって。それも会社が突然決
めたとかで。そんなの、面接で内定している
人なんかには、詐欺みたいな話ですよね。内
定してて、いざ仕事をする二、三ヶ月前に、
嘱託ですとかっていわれてね。まあそれが原
因というわけではないですけど、やっぱりそ
ういうのが会社の方針だと思うんですよ。
(WM30代女性貿易会社経営８年）

このような「限界感」は、自分の経験に基づ
いて語られると同時に、周囲の女性の経験やマ
スメディアによって強められる。９０年代には、
新卒女子採用の冷え込み(5)や、総合職や派遣
労働など女性に特有の問題など、女性の就業に
関わる様々な問題が顕在化した。女性の就業に
関して、女子学生の就職難だけではなく、雇用
機会均等法以降の女性のコース別人事の問題や
派遣労働(6)の増加等を通して、女性が周縁的
な仕事や不安定な仕事に就くことを余儀なくき
れており、結婚に対する意識の変化(7)、結婚
後や育児後の就労の問題(8)など、女性の人生
に占める就労への意識の多様化も、こうした就
労形態の変化に複合的な影響を与えていると考
えられる。雇用労働への女性の参入率が高くな
り、意識の上でも人生において就業を重要な位
置に置く女性が増加する中で、性別によって異
なる形で課される規範は、多くの女性に苛立ち
を感じさせている。
そして、就職や転職の際に仕事が見つけにく

いことや、給与や待遇が上がらないといった事
実自体が問題とされるのではなく、女性が男性
とは異なって扱われることに対する違和感が語
られている。つまり、女性に対して求められる
役割への違和感ではなく、自分に関わる様々な

具体的な仕事の内容に関しても、女性には主
に事務などの補助的な仕事が与えられ、営業職
など対外的な仕事は男性に割り当てられること
が多い。また、長期間勤めたとしても、男性社
員のアシスタントとしての勤務が主となるな
ど、女性であるために、企業の中での役割が、
固定されていると考えられている。

６年くらいはそこ（地元テレビ局）で勤めて
たんで、そろそろ違う仕事してみたいなと思
って前の会社を辞めたのが最初。元々はやっ
ぱり報道の仕事をしたかったので、（番組編
制の仕事は）すごく物足りなかった。だから
６年も同じことをやってて、当時は、少なく
とも私が勤めてた会社だと、女の子は結婚し
たら辞めないといけないとか、いろいろ会社
の中の決まりがあって、ほんとは法律（＝雇
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Ｉ

てもいいと思われているんじゃないかって、
とても被害者的な気持ちになるような状況
を、もう社会が作っているじゃないですか。
(TH20代女性人材派遣会社勤務１年）

属性の中から、女性であることが特に決定的な
ものとされることに対する違和感が抱かれてい
るのである。
ここに見られるような日本における仕事の難
しさは、単に企業の中での「限界感」にとどま
らず、仕事も含めた人生の展望が持てない不安
としても語られる。日本社会において、女性は、
自分の将来を、企業での仕事、結婚、子育てと
いったものが両立せず、かつ、必ずしも自分自
身の意志や努力だけでは選択できない選択肢の
集合として認識している。つまり、企業の中で
の展望の見えなさは、広い意味では、年齢の上
昇に伴って感じられる将来的な役割の喪失とし
て語られている。その結果、日本社会において、
女性が将来にわたって長期的で満足の行く展望
を持って生きることは難しいと考えられてい
る。このような思いは、例えば「年齢」に関す
る否定的な感情などに、端的に表されている。

こうした年齢の問題は、結婚や出産が女性の
人生の重要な出来事とされ、企業の中での仕事
よりも優先され、重要視されるという規範に深
く関わっている。例えば、現在貿易会社を経営
するWMが、香港へ留学する際、彼女の両親が
反対したのは、当時彼女が27歳であり、結婚を
考えるべきとされる年齢に達していたためだっ
た。また、年齢は、結婚など、女性の人生に大
きな意味を持つときれる出来事に関連を持つだ
けでなく、就職に当たって事実上年齢制限があ
る日本では、仕事を続けたり新しく仕事を見つ
けようとする時にも足かせとなる。
さらに、こうした男性と女性との規範や役割

の違いは、その違いだけでなく、ジェンダーが
個人を規定するような規範として存在している
こと自体が、日本社会に特有なものとして語ら
れる。このような環境下で働くことの難しさは、
ライフ・ヒストリーの中で、自らの日本での就
労経験や周囲の状況から認識され、日本での自
分の周囲の状況やマスメディアの報道によって
強められている。つまり、ジェンダーに関わる
規範は、日本社会に帰属する特性として、強く
規定されていると考えられる。
日本と香港との違いは、日本での就労の経験

が、香港での現在の状態と比較されることによ
って、鮮明なものとなる。

日本だったら、女性は年齢が高くなるにつれ
て、いにくいところがあるじゃないですか、
会社なんかでも。例えば冗談で、私が入社３
年目になって、新しい新卒の子が入ってきた
りしますよね。そういう時に、新卒はかわい
いよなとかそういう言葉を言って。それは、
もう信頼関係が成り立っている上にそういう
言葉をかけられても、私は傷ついたりしませ
んよね。冗談で返せますけど。それがね、も
うほんとに一般的に、何も信頼関係がなかっ
たらきっとすごい傷ついているし、セクハラ
にもなる言葉だったと思うんですよ。日本の
社会はまだまだ、そういう言葉が平気ででる
ような風潮になっちゃっているじゃないです
か。直接・間接的に、女性が何となく感じる
ものがあって、３０近くなってくるといにく
いとか、新卒と比べると、みんなにいつ辞め

まあ例えば女性であるとか、若いって言うの
は、日本だったら、仕事をする上ですごくギ
ャップでしょう。でもこっち（香港）は、そ
れが全然ギャップじゃないんです。だから、
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例えば同じ男性でも、日本の場合は若ければ
やっぱり、なかなかやりたくてもできないっ
て言うのがありますけど、こっちは若いから
どうのとか、そういうこと全然ないですから
ね。だから、それが万事につけて、まあちっ
ちゃい、細かい普通のことでも、そういう意
味で、すごく・で外国人だからどうのこうの
とか、そういうこともないし。そういう意味
で非常に公平。(WM30代女性貿易会
社経営８年）

た。そして、ジェンダーに関する規範が、日本
という社会の特質・文化として理解されている
ということなどに現れている。このような日本
社会に帰属する特性としてのジェンダーに関す
る規範が、本調査の対象者をはじめとする香港
で働く女性を、外部である香港へと向けている
理由の一つであると考えられる。日本から出る
ことは、つまり日本におけるジェンダーに基づ
く規範、女性であるために受け入れるべき役割
に対して距離を置き、異なる価値体系や規範の
支配する社会で暮らすことを可能にする。
これは、本研究のテーマである90年代に香港

で働く日本人女性に限らず、「外国」で暮らし
たいと考える、これまでの日本人女性のドキュ
メントにおいても、強調されていた点であお・
つまり、「外国」は、日本でのジェンダーの非
対称性に対して、男性と女性とが公平に扱われ、
ジェンダーによる区分が日本ほど強くない社会
として語られている。このように、香港をはじ
めとする外国で働くことを希望する日本人女性
の多くが、日本とは異なる場所、言いかえれば
オルタナテイブを目指しているということが出
来るだろう。日本に対してのオルタナテイプを
求めるとは、すなわち日本での規範、そして、
女性というジェンダーの属性から距離を置くこ
とである。この属性に距離を置く一つの方法と
して、香港へ行くことが選択されているのであ
る。

香港で働くという経験は、日本と比較して、
香港が、自分のやりたい仕事を継続して続けて
いくこと、営業などの対外的業務や会社経営な
ど、日本では男性に割り当てられている仕事に
就くことが可能になる場所であるということを
認識させる。香港社会は、日本と比較して、性
別や年齢といった属性で個人が判断されること
がなく、ゆえに実力や自分の成し遂げた結果に
よって、評価される社会として語られる。香港
で人材派遣会社に勤務するTSは、現在の仕事
について、自分の権限で行える範囲が広がった
ことや、自分のがんばりが仕事にきちんと反映
されることなどから、あくまでアシスタント扱
いであった日本の商社での経験と比較して、非
常に満足していると語る。そのため、TSは待
遇が日本にいた時に比べて悪いことや、不安定
なことを差し引いても、しばらくは香港で仕事
を続けていきたいと考えている。
つまり、香港で働く日本人女性は、ジェンダ
ーに関わる規範とそれに基づく役割が日本の社
会では非常に強力であると語り、そのことに違
和感を強く抱いていた。彼女たちが、日本社会
で仕事を続けることに展望を持てないのは、女
性であるという属性によって、男性社員とは異
なる期待をされているためであると感じてい

４自由と安定の両面性

香港での就労の動機として、日本でのジェン
ダーの規範への違和感が語られていることに対
し、香港で働く日本人女性が、日系企業を中心
に、現地採用として職を得ているということは、
彼らの就労の難しさを表している。香港の日系
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肯定される語りについて、見ていきたい。
まず、日本で感じられた先行きの見えなさに

対して、安定した仕事の継続が解決法としては
語られないことを指摘したい。すなわち香港へ
行くという選択、日本での就労から香港での就
職への方針の転換は、決して挫折やドロップア
ウトとして捉えられてはいないのである。例え
ば薬剤師として６年間勤務し、当時習いはじめ
た中国語を習うために香港へ留学、１年半の留
学後、貿易会社に一年間勤務し、自分の貿易会
社を起業したWMは、次のように述べている。

企業では、日本人男性については主に駐在員と
して日本の本社から派遣し、女性については現
地採用の社員を雇うという実態がある。つまり、
本社派遣の駐在員と現地採用という雇用上の差
異が、ジェンダーの区分とほぼ一致している。
日系企業の視点から見れば、日本人女性が周縁
的な位置にいるため、現地採用という不安定な
形で雇用することが可能になったという側面も
ある。現地採用として勤務する日本人社員は、
日本の本社ではなく、現地の日系企業で、現地
人であるローカルスタッフと同じ待遇で雇用さ
れているため、賃金が駐在員より安く、住居費
もつかない事が多い。このことは、現地雇用社
員と駐在員では住む場所や日常生活など、香港
での生活が大きく異なることを意味している。
さらに、駐在員が基本的に日本国内の終身雇用
のシステムによって雇用を保証されているのに
対して、香港での現地採用者は、香港での労働
規制に従い、１カ月前の予告で解雇することが
できるようになっており、長期間にわたる雇用
は保証されていない。
このように香港で働く日本人女性の中には、

給与が実質半分程度になっている者もあり、日
本で働いていた時よりも給料が上昇している者
は少なかった。また、香港では年々不動産価格
が上昇しており、住宅費用に給料の半分以上を
割かなくてはならないケースも多い。そのため、
日本人である付加価値から香港の地元の人より
は給料がいいにも関わらず、住まいに相当のお
金がかかるため、生活に余裕を持つことは難し
く、中には貯金や両親からの借金で収入を補っ
ているものもあった。
このような現状は、香港では、女性というジ

ェンダーに関わらず、個人の実力によって評価
されうるという期待と矛盾している。しかし、
香港での就労が、こうした矛盾にもかかわらず

(薬学部に入ったのは）資格を取りたいなあ
っていうかね。でも、１８歳で進路を決めて、
自分にそれがあっているかどうかなんて、そ
んなのわかんないでしよ。それは私、日本に
いるときから思ってたんですよ。高校の時か
ら、例えばどこ学部に行くとか、先生になる
とかね、そんなことをみんな、なんでこんな
に決められるんだろうっていうか。だからた
またま、あの時点では何か資格を取りたいな
と思ってたんで、それ（薬学部に入ること）
をやったけど、別に資格せっかく取ったから、
それ（薬剤師）をやんなきやいけないなんて
いうのは、昔日本にいるときから全然思って
なかったし。例えば、女の人は、資格持って
ても、結婚して専業主婦になる人もいるし。
それを考えたら、違うことしているでしょう。
だからそれは別にこだわることないですよ
ね。 ( WM 3 0 代女性貿易会社経営８
年）

WMの語りに見られることは、女性は結婚を
したり子供を産む時点で、当初に選択した職業
や職場とは異なるものを選択しなおすことを余
儀なくされているということであり、仕事や住
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む場所を変えることは、女性にとっては当然の
ことであるという語りである。しかし、女性の
人生の不安定さは、香港で働くという選択を可
能にした条件として、むしろ肯定的に語られる。
つまり、現地採用者の待遇は、当事者にとって
は、一つの企業に束縛されず、自分の意志で勤
務する企業や場所を選択できることを意味して
いる。言い換えれば、一貫性と安定を求めない
ことと引き換えに自由が得られていると語ら
れ、一つの場所に束縛されない自由が、不安定
な日系企業での自らの位置を逆接的に肯定して
いるのである。例えば、企業が一カ月で解雇で
きることを、逆に、自分が辞めたいと思えば一
月前の予告で自由に辞められる制度と捉え、肯
定的に言及する者もあった。

志で香港に来たとして、現状の不安定さは肯定
される。不安定な現地雇用社員として就労する
女性たちは、日本社会の中で女性に期待されて
いる規範を否定するだけではなく、日本に普遍
的なものとされながら、実際には男性に割り当
てられた規範も同時に拒絶している。これは、
例えば仕事に関しては、いわゆる「終身雇用」
のイメージによって捉えられる一貫した職場で
一貫した仕事を行っていく中に、自分の将来の

展望を見るような人生のモデルである(9)。仕
事における将来への「限界感」を解消するため
だけではなく、例えば終身雇用制度によって表
象されるような、長期にわたって一つの場所に
居続けるような人生に対するオルタナテイブを
可能にする場所として、香港が選択されている
と考えられる。もちろん、実際に香港で仕事上
の成功を収めている女性がいることや、実力社
会、契約社会であるため、実力と努力次第でよ
りよい仕事に就くことができ、転職によって自
分の仕事の専門性を高めていけるというリアリ
テイの存在が肯定的に語られる。また同時に、
将来の展望が持てない不安定さは、一つの場所
や物事に束縛されない自由という側面として意
味付けられる。香港で働く日本人女性たちは、
企業社会の終身雇用の論理から排除されている
ことを、男性と異なり、仕事を継続的に続けて
いく必要がない状態として肯定的に語ってい
る。
つまり、香港で働く日本人女性が日本で感じ
ていた不安定さは、日本国内で、一つの場所に
いつづける必要はないという肯定的な感覚とし
て語られ、そこで同時に、香港での就労を肯定
する要因として語られる。日本で総合商社に12
年勤めた後、香港で人材派遣会社に勤めている
TNは、香港に来たことについて、「日本では
商社にいて、すごく環境は良かったし、お給料

現地採用の場合っていうのは、香港の労働就
労規制にのっとりますから、ワンマンス・ノ
ーティスなんですよ。だから、一ヶ月のノー

テイスで、もう今日限りクビですよっていわ
れたら、一ヶ月後には辞めなきゃいけない。
あるいは、今日限りもう来なくていいよって
いわれれば、一ヶ月後の給料を会社が払って
くれれば、もうそれでその人は辞めなきゃい
けないと。だからいつ切られるか分からない
という緊張感はあるし、あと逆に私の方でも
っと今の会社よりもいい条件の会社があると
か、やりたい仕事があるっていうことになれ
ば、今度は同じように一ヶ月のノーテイスで
そっちの会社にいくこともできるという風な
ことなんですよね。 ( T N３ 0代女性人
材派遣会社現地採用）

すなわち、香港で働くという選択は、不安定
な状況にあるという女性のジェンダーと関わる
ものとして語られ、女性であるが故に、自由意
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てきて、毎日毎日これやってて、ほんとに何
となく、その将来が.．今になってみればね、
そうでもなかったとは思うんだけど、その時
には僕はもう決まったレールって言うのが、
ほんとに２本のレールがずっとね、定年まで
のレールって言うのが見えて、自分の人生が
23年後にどんなことになっているか、この家
が多分、きっと自分の家になって、払いきっ
てねっていうのが、ほんとに見えてきたよう
な気がしたんですね。(TJ30代男性日
系コンピユータ会社（現地採用）３年）

も良かつたんですけれども、いずれどっかで辞
める時が来ますよね。その時になって、何かや
りたいことがあっても、お金は貯まってるかも
しれませんけど、いろんな状況でできないかも
しれないし。やりたいときにやりたいことをや
っといた方がいいなという風に思ったから、私
は辞めて来たわけです」と述べている。こうし
た意識が共有されているのは、企業内で女性に
勤めつづけることが期待されておらず、これま
で、女性は結婚して会社での仕事を辞めるなど、
継続的な仕事を行っていくとはみなされていな
かったためである。
これに対し、駐在員は、本社からの辞令があ

れば、何処へでも赴任しなくてはならなず、企
業に対する忠誠と束縛の代償として、高い賃金
と安定した雇用を得ていると語られる。そして、
日系企業において、駐在員-現地採用の境界が
ジェンダーの区分と一致している以上、こうし
た安定と束縛の結びつきは、やはりジェンダー
と関わるものとして認識されている。
このような感覚は、香港で、駐在員ではなく

現地採用として、あるいは、企業の経営者とし
て生活している男性のインフォーマントと対照
的である。男性の場合、日本での一貫した終身
雇用のイメージから逃れるという側面が強調さ
れている点で、女性の香港行きの契機とは、大
きく異なっている。つまり男性は、見えてしま
った「レール」からのオルタナテイブとして香
港を選択しているのに対し、女性は、レールの
「見えなさ」へのオルタナテイブとして、香港
を選択しているのである。

このように、香港で働く日本人女性にとって、
ジェンダーは､両義的な意味を持っている。女
性は、日本社会において、周縁的な位置にある
ために、安定と一貫性ではなく、不安定で一貫
していない人生を送ることを余儀なくされてい
る。しかし、この不安定さを受け入れることに
よってのみ、自由を手に入れることができると
語られるのである。そのため、日本人女性が香
港でこのような不安定な仕事につき、その将来
への展望の見えなさを受け入れることは、彼女
が女性であるために可能になることとして語ら
れる。つまり、日本においてジェンダーによっ
て規定されることを拒絶し、一貫性に背を向け
ることは、同時に女性が不安定な状況にあると
いう、ジェンダーによる規範を受け入れること
を意味している。
このことは、現地採用で働く日本人女性が、

現地採用を希望する男性に対して、厳しい態度
を取っていることにも現れている。

自分には甘くて男性に対しては厳しいと思わ
れるかもしれないけれど、甘い考えで香港に
来ている男性が多いように思います。ご家族
もいらっしゃる方でね、こちらで働きたいな

(自宅を新築したことに関して）あと23年間
ローンを払い続けるとね、この家が自分のも
のになって、その頃には高校生くらいのガキ
がいてねっていうような生活がだんだん見え
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んて言う方は、ほんとにご家族のこと考えて
いらっしゃったら、それなりに自分で、語学
の面なり全部のばしてから来るべきだって。
何もない状態からいきなり（仕事を）辞めて、
もう（香港に）来られて、仕事を探している
っておっしゃってもなかなかないんですよ。
やっぱり日本人男性は、まだまだ駐在員でこ
られている方が多いんで、その駐在員の方々
でもやりにくいと思うんですよね。いくら現
地採用で、給料少ないから取ったとはいえね、
やっぱり同じ日本人男性として、全然条件が
違うわけですよね。そうすると、同じお仕事
でもまかせにくいし、やっぱり同じ男性とし
てやりにくいと。もちろんご家族もいらっし
ゃるって聞いたら、心情的にやりにくいです
よね。でもその辺を、まだまだちょっと甘く
考えているのかなって(TH女性、２０代
日系人材派遣会社勤務、１年）

エンダー・アイデンティティに疑問を投げかけ
ると同時に、そのジェンダーによる保証を必要
としている。つまり、不安定なままでいられる
自由は、女性という属性を部分的に受け入れる
ことによって支えられている。
このような語りを成立させる場として、香港

の特殊性が大きな役割を果たしている。香港に
来て３カ月で、求職中の女性IAは、以下のよ
うに語っていた。

私、日本にいたときには、将来何になるの,と
か、将来どういうことしたいっていう風に、
これをやって、これをやるっていう人が、尊
敬されるっていうか、目的意識を持っている
って思われていたような気がして。すごくね、
自分の性格がやりたいことが変わりやすいの
ね。ただ、やりたいと思ったことはすごくぱ
-つと行くんだけど、ああもうダメだと思っ

たらすぐ、にこっちに行く。そういうのがね、
日本にいたときは、日本って一つのことをこ
つこつやって遠い目標に向かって進んでいく
っていう、努力っていうのがすごく美徳とさ
れていたような気がして。それが自分にはな
くて、すごくそれがコンプレックスだったの
ね。なんで私って一つのものをこつこつ続け
られないんだろうって。いつも関心が変わっ
てすぐあきちゃって。こっち来たらもう、こ
っちの人ってやっぱり９７年の返還もあるし、
先っていうのが不透明でしょう、すごく国と
しても。だから、それがすごい普通の人の生
活にも行き渡っているような感じで、先に何
が起こるかっていうのは、もう私にはわから
ない、ただ私これしたい。それがだめだった
ら今度こっちやる。私とある意味では似てい
る所があるの。それを人はね、別に責めない
の。だから、ある意味じゃ責任感がないって

このように、香港での就労を選択することは、
日本社会において女性に与えられている規範や
役割と、日本における一貫したアイデンティテ
ィから距離を置くことを意味していた。しかし、
このことは、企業において不安定な状況や位置
にあることを自ら選択し、肯定していく際に、
女性であるというジェンダーの属性が肯定的に
用いられているという構図に支えられている。
香港で働くことや、最初に勤めた企業に長期間
勤務せずに退職し、転職することが可能となる
のも、女性がもともと社会において周縁的な位
置にあるためであり、転職や退職が大きな挫折
や失敗として捉えられないことによる。こうし
た点で、男性と女性とを異なる規範のもとに置
くことが、当事者自身にある意味で肯定されて
いる。彼女たちは、ジェンダーに関わる規範を
拒絶することで、一貫性を持った、安定したジ
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やないですけれど。それでもやっぱり、日本
にいれば結構守られた状態ですけれど。(K
S 3 0 代女性日系製造業現地採用１
年)

いうか、そういう状態でいれると思うし。そ
れが一番こっちに来てうれしいことだった。
自分のことを少しは認められるっていうか、
これでもいいんだなって思える。(IA女
性２0代求職中（学生ビザ)３カ月）

’

つまり、日本社会において一貫した場所に帰
属した安定感から距離を置かざるをえないこと
による不安定さに対して、このような規範を自
ら主体的に否定し、拒絶することによって、自
らの選択、すなわち不安定さそのものを肯定で
きる場所として、香港が語られていると考えら
れる。特に、香港が97年に中国へ「返還」され
ることが、香港で働く日本人の中で、香港の不
安定さを自分の中の不安感と結びつけて語られ
る際に、強調された。これは、香港で働くとい
う選択が、主体的に日本から距離を置くことと
して選択されていると同時に、当事者がその状
態に対して不安を感じていることを反映してい
る。香港自体が不安定な場所として語られるこ
とで、こうした不安が、香港では普通のことで
あるとして、解消される。
また、返還による不安定さに象徴される香港

は、「国」ではない場所であり、「国」という一
貫性を保持しないが故に、同一化が失効してい
る場所として認識されており、日系企業で働く
インフォーマントらが日本人として働くことを
肯定する。例えばIAは、香港の社会の中に属
さずにすむことが、香港での居心地の良さを保
障していると考えている。彼女は自分の居心地
の悪さは、日本社会が持っている特質のためな
のか、あるいは自分が日本社会にとってインサ
イダーでなくてはならないというプレッシャー
が自分に負担を与えているのか、どちらなのか
分からないと語る。これに対し、香港はマイノ
リティでありたいという希望、一貫したことを
継続していくことに重きを置く人生に対して距

彼女の語りは、女性が、仕事を含めた人生設
計の中で、長期的な展望を持ちにくいことを反
映しており、加えて、一貫し長期的目標を持っ
た人生をよりよいものとする人生観から、この
ような展望のなさが否定的に捉えられていたこ
とを表している。こうした中で、香港は、調査
当時、目前に迫っていた「返還」問題など、先
行きが不透明な場所として認識されていた。そ
して１Aには、香港に住む人々は、遠い将来の
ためではなく、現在やりたいことをすることを
肯定しており、そのため香港で生活することで
自分を肯定できると感じられていた。また、
1995年４月に香港に来て、現在日系企業に勤め
ているKSは、香港の人が抱えていると思われ
る不安感や将来の不透明感に、自分が日本で嘱
託として感じていた不安、そして現在香港で現
地採用として働いている不安定さを重ねてい
る。そのため、KSが語るのは、香港や香港の
人に対する共感、そして不安を共有していると
いう親近感である。

私自身も全く将来の不安がなかったわけじゃ
ないですからね。だから香港にいる人たちも、
自分の抱えている立場っていうか、まあ結構
不安ですよね、こっちの人って。また97年が、
香港は一応中国に返還されるということで、
その辺の不安もあるでしょうしね。なんかそ
ういうのを聞いていて、私も日本では結構そ
ういう立場みたいな気がするからね、通じる
ものがありますね。よく似たっていうほどじ
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離を取りたいという希望がかなう場所として語
られる。
また、これは単に、調査当時、香港が返還を

控えた「植民地」であったことによるものでは
なく、香港において日本人が占める位置と関わ
っている。香港で暮らす日本人は、ほとんど全
てが日本との取り引きやサービスによって仕事
を得ているため、仕事をする中で、彼らは自分
が日本人であることを常に認識させられてい
る。それは、香港において、日本人であること
が資本として認識されているためである。イン
フォーマントは、日系企業やその他の欧米系企
業で、日本人であること、つまりに日本語を解
し、日本のビジネスマナーを理解しているとい
う「能力」によって職を得ている。つまり、１
Ａがいう「マイノリテイ」として暮らすことは、
日本人であるという点に優位を保った上で、香
港に滞在することを意味している。言い換えれ
ば、日本という属性は、一つの能力として還元
されることで、肯定的な意味あいを持つものへ
と変化しているとも考えられる。
また、日本に帰国する予定が具体的に立って

いる者はいないものの、日本に帰ることを否定
する女性もあまりいない。日本国籍の問題はこ
のことを象徴的に表している。香港で長期間働
いている者の中には香港の永住ビザを取得して
いる者や取得予定の者はいるが、それは日本国
籍と両立可能なものであり、多くは、日本の国
籍やパスポートを保持するつもりであると語っ
ていた。それは、日本人であることは自分にと
って決して変えられないことであり、同時に世
界的に見て安定感のある日本国籍を持つこと
は、保険のような役割を果たすと考えていたた
めであった。

高いですよね。何かあったときに、やっぱり
日本に帰るのが一番安全じゃないですか。だ
から持っておくつもり。保険みたいなもので
すよね。（質問者：日本はそういうものです
か？）そう、最終的な保険っていう感じ。ど
うしようもなくなったときに行くところがあ
るようにしておくっていう感じかな。(UT
２０代女性日系流通会社現地採用３年）

つまり、香港で就労する日本人女性は、日本
での規範に距離を置きながら、保険として日本
への帰属を保持しているといえる。「日本」が

持っている強い規範に対しては、その物語を拒
絶し、日本に対するオルタナテイブを志向しな
がら、その一方で、「日本」を保険と見なすこ
とで、その安定や展望を保証しているのであ
る。
香港において一貫した属性が否定されること

は、女性が周縁的な位置にあることによる不安
定さを、肯定的に捉え返す当事者の意味づけの
過程と考えられる。一貫性や均質性を保持する
ことが重要なものとして語られている日本社会
において、周縁的な位置にある女性は、この規
範を自ら拒絶することで、現状を肯定している
ということができる。彼女たちが拒絶している
のは、まず、女性的な役割に求められるように、
家庭の中に場所を見出すことによって一貫性の
ある人生を生きることであり、同時に、男性的
な役割に見られる、一つの企業の中で固定され
た場所を得て、社会の中に安定した位置を占め
ることである。これに対して、一つの固定され
た場所に束縛されることを拒絶し、ジェンダーー
や国への帰属に縛られない自由が希求されてい
る。だがその一方で、ジェンダーと国によって
保証される安定性を保険として持ち、いつかは
日本に帰れる道を残しておくという方法が取ら日本のパスポートはやっぱり、国際的に信用

- 1 4 8 -



エンダーに規定されることによって周縁的な位
置にあり、そのことに対して違和感を抱いてい
た。同時に、このようなジェンダー規範の強力
さは、日本社会に帰属する特性として語られ、
日本から出ることによって、ジェンダー規範の
弱い場所へ移動することが可能であると認識さ
れていた。つまり、ここでは、「ジェンダー規
範の強い日本」と「ジェンダーを含む属性自体
の規定力が弱い香港」という対立によって、香
港での就労が語られている。
他方、香港で就労する日本人女性の多数が、
日本社会のジェンダーの規範を反映した、日系
企業の現地採用社員として就労していること
は、上にあげたようなジェンダー規範への違和
感とそこからのオルタナテイブとしての香港の
選択とは、明らかに矛盾している。ジェンダー
に関する当事者の認識は、非常に両義的なもの
として現れており、一方ではジェンダーの規範
を退け、他方では、ジェンダーが自らの不安定
性を裏付ける特性として、自らの元に呼び戻さ
れている。
こうした矛盾を解決すること、つまり、香港

で就労する日本人女性に、香港での就労と生活
を肯定的に語らせているのは、香港という場所
の持つ意味である。彼らは、上にあげたような
矛盾やジェンダーの両義性を、香港という場所
の特異性の中に還元しているのである。
この特異性は、当事者である香港で働く日本

人女性が、香港を、一貫した帰属や属性との同
一化を強要しない場所として、むしろこのよう
な同一化が失効している場所として、語ってい
るという点に現れている。香港という場所は、
「国」でもなければ、もはや「植民地」でもな
い（なくなりつつある)、場所として、それゆ
えに強力な「国」の論理にからめ取られること
なく、自己の位置を自由にしておける、「何も

れている。
そして、大陸中国への返還を控え、一貫した
アイデンティティを持ちにくいと捉えられてい
る香港という場所は、こうした形で日本に束縛
されるアイデンティティを拒絶しながら、日本
人であることを否定しないような海外生活のあ
り方にとって、非常に適した場所として認識さ
れている。このことは、マスメディアによって
報道される香港に関する語りの中で、1997年の
香港の中国への返還が、特に強調されることか
らも明らかである。本研究の対象者達は、返還
を前に将来の展望をつかみにくくなっている香
港の人々に親近感を持つとともに、香港に対し
て、固定されたアイデンティティを保持する必
要の少ない社会を見ているのである(10)。

５香港という場所と属性からの自由

これまでに見てきたように、香港で働くとい
う選択は、日本国内で女性に対して求められて
いる規範に対して距離を置くこととして語られ
ている。その一方で、多くの日本人女性が、日
系企業のジェンダー構造の中に位置づけられた
現地採用という雇用形態で就労している。
日本社会において、女性が周縁的な位置にあ

ることが、香港での就労への契機として大きな
意味を持ったことは確かである。本研究の女性
対象者にとって、違和感として語られていたの
は、企業の中で女性に対して与えられた役割自
体への不満よりも、企業や社会の中で、自分が
「女性として」扱われるということそのもので
あった。つまり、女性であることによって、そ
の人間の特質や個性と関わりなく、規定されて
しまうということ、女性であることが自己の核
として構成きれてしまうことへの違和感が問題
になっていた。彼女らは、日本社会の中で、ジ
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のでもない」者として、生活することが可能な
場所として、理解されているのである。
こうしたことは、返還の前後の香港人の将来

への不透明な展望への共感、香港社会の多元性
を通して、日本人女性に認識されている。香港
の現状は、日本に関するイメージと対比される
ことで、より鮮明さを増す。つまり、香港社会
における階層的、人種的多元性のイメージは、
日本社会の均質性のイメージと対比されること
によって強められる。また、日本社会における
規範が、一貫したコースをたどることの重要性
によって構成されており、女性がこのようなコ
ースからあらかじめ排除されているという感覚
から、香港社会における不透明さが、肯定的に
語られる。不安定な場所であるからこそ、香港
では、一貫した属性の拘束力が意味を持たず、
ジェンダーを初めとする属性が、流動的に混在
していると認識されている。また、実力社会、
契約社会という香港社会に関する形容は、日本
においては拘束的に機能した属性ではなく、非
属性的な性質、つまり個人の資格やキャリアが
個人を評価する物差しとして機能することを表
している。「香港人が、仕事についた後も資格
の取得に懸命になる」ことが現地採用の日本人
女性によって引用されるとき、それは必ずしも
自らのキャリア・アップの可能性にのみ、結び
つけられて語られるのではない。むしろこのよ
うな属性からの自由として、そして、不安定な
香港における生き残りの手段として、語られて
いるのである。
こうした香港に意味付けられている特異性を

反映して、香港で働く日本人女性における、日
本に関する距離の取り方は変化している。過去
の日本での就労に関する語りの中では、日本へ
の帰属は、日本という均質な文化に対する全面
的なコミットメントを意味している。つまり、

日本社会で生活していく以上、その当事者は日
本への帰属によって、自分の位置を逃れ得ない
ような固定的なものとすると語っている。しか
し、香港で働くという契機を経て、日本にいる
ときに感じられたような、日本に帰属すること
に対する重圧感、いわば多大な意味の負荷が変
化する。香港での就労においては、日本への帰
属は、日本人であることによる就業上のメリッ
トや、いざとなれば日本に帰ることもできると
いう保険としてのパスポートといった面に断片
化されて語られている。
言い換えれば、香港での現在において、日本

は、一貫性を持つ強固な文化としてではなく、
彼女らにとっての様々な属性のいくつかを支え
る要素としての意味を持たされている。このよ
うな語りを可能にするのは、やはり、日本社会
とは異なるオルタナテイブとしての香港という
場所であると考えられる。つまり、香港は、自
分が日本人であることを否定せず、日本人であ
るまま日本から距離を置くことができる場所で
ある◎いってみれば香港には、それ以上の拘束
性がなく、逆に言えばそれ以上の安定性も期待
できない場所であると考えられる。
彼女たちにとって、香港という場所は、ジェ
ンダーの束縛から自由な場所として認識されみ
のと同時に、日本という属性を上で述べてきた
ような形に変換して保持することを可能にする
場所として語られるのである。また、ジェンダ
ーに関しても、日本とは異なり、香港が決定的
な強い同一性を保つ属性が失効する場所として
認識されているがために、自分が女性であると
いう属性を肯定する形で語られた。
そして、「女性であること」が、香港という

場所を通じて肯定されるということは、同時に、
日本社会における女性の周縁的な位置が、自己
完結的には解決されない問題であることを表し
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れることと対照的に、就職が強調されたという特

徴がある。香港が語学や専門科目を学習するため
に滞在したい場所としてではなく、今現在自分が

持っている能力や仕事の経験・スキルなどを用い
て、実際に仕事をする場所として、また、海外で

働きたい、海外で暮らしたいという希望を自分な
りにかなえることのできる場所として認識されて
いるということができる。

(5)人材派遣会社によれば、実際にはビザ取得の問
題から新卒の女性の香港での就職はほとんど見ら
れなかったにも関わらず、ブームの報道では、不
況によって女子学生の新卒採用が激減し、就職先
の決まらない若い女性が増加したことや、女性の

転職が難しくなったと関連のある出来事ととして
認識されている。

(6)正社員や臨時・パート雇用に続く就労形態であ
る派遣労働には、２０代後半から30代前半の女性、
つまり、本研究の香港で就労する日本人女性と同

様の年齢層の女性によって選択されている就労形
態である。仕事や労働時間を、自分の都合に合わ
せてフレキシブルに選択できるなどの長所もある
が、「社会保険の適用率が低く、交通費自己負担、
就労機会が必ずしも希望通りあるいは安定して得
られないなどの労働条件面の難点もある」（井上・
江原編、１９９５：106）などの問題もあげられてい
る。

（７）結婚年齢の上昇や未婚率の増加は、近年著しく、
晩婚化、非婚化が言われている。1993年には女性
の平均初婚年齢は26,1歳であり、現在はさらに上

昇している。
（８）依然、結婚や出産を機に一度仕事を辞めるＭ字
型就労は見られるが、Ｍ字の底は上がっており、
既婚の中高年女性の６割が雇用労働に就いている。
（９）実際には、終身雇用制度が日本経済を支えてい
るということは、ある種の神話であることが近年

明らかになってきている。特に、不況の中で、中

ているのではないか。香港社会が、決定的な同
一性を失効させる場所として、あるいは両義性

や矛盾を消去できない場所として理解されるこ
とによって、自己の内部に同一化を画定するこ
となく、あるいは同一性を留保したまま、生活
をし、就労することが、可能であると感じられ
ているのである。彼女たちは、香港で生活する
人々の中に、このような形で自分を位置づける
ことによって、みずからを肯定しているのであ
る。

註
(1)本稿の元となる調査は96年に行われたため、97
年後半以降の日本経済の不況、及び香港における
株式の急落などのアジア経済の不況の影響、香港
返還に伴う状況の変化については、今後の研究課
題とする。
(2)アジア諸国の日系企業で働く人への調査を行っ
た『アジアからの視線』（今田・園田：1995）によ
れば、台湾では、学歴が上がるほど日系企業に対
して否定的な見方が強まるという。これは、欧米
企業に比して、日系企業では現地雇用社員の昇進
がなされない、駐在員がマネージャとして経営を

行い、現地雇用社員は経営に参画できないなど、
現地化が進まないため、経営への期待度が高い高
学歴者ほど不満が高いためであろうと分析されて
いる。

（３）ライフ・ヒストリー調査とは、過去の様々な出
来事が取捨選択され、一つのストーリーとして語
られる過程に立ち会い、当事者による過去の再構
成のプロセスとして理解するものである。ライ
フ・ヒストリーに関する参考文献には、（プラマー、

1983=1991)、（ラングネス、フランク、1981=
1993）などがある。

（４）香港に関しては、アメリカに長期滞在する日本
人女性について、「OL留学」という言葉が用いら
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年男性が「リストラ」で解雇され始めた中で、こ
れまでの終身雇用制の神話によって支えられてき
た安定感が崩れつつあり、男性もこうした現状に
対して、戦略を立てざるを得なくなってきている。
(10)本研究では、香港が本当にアイデンティティ．
クライシスによって揺れ動いているのかどうかと
いう問題より、香港で働く日本人当事者にとって、
香港がアイデンティティ・クライシスのある場所
として語られていることに焦点を置いた。香港で
生活する日本人は、香港の新聞やテレビ等のメデ
ィア、そして日本のメディアから得る情報、さら
に日本にいるときから感じていた香港のイメージ

などから、何者でもないことが可能な場所として
香港を認識しており、日本人として、かつ日本と
いう場所に距離を置きながら生活することを可能
にする場所として語っている。だが、香港に住む
人々が1997年の返還に際して、不安を感じ、また、
｢借りた時間、借りた場所」とも言われた、植民地
という経験の中で複雑なアイデンティティを構築
してきたこともまた確かである。(Romaniukand
Tongeds.,1995)、(WangandWongeds.,1995)、
(梁慧玲他編、1996)、(Skeldon,1995)、(Ceungand
Szeeds.,1995)など参照。
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